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「かながわソーラーバンクシステム」設置プランの登録受
付を開始します︕ 
〜新たに「０円ソーラー」の設置プランを追加〜 

 
神奈川県では、県民や県内事業者の方々に安心して太陽光発電設備を設置していただくために、
「かながわソーラーバンクシステム」を運用しています。このシステムでは太陽光発電設備の設
置プランを、事業者の申請に基づき登録し、周知を図っています。今回、「０円ソーラー」※の
設置プランを新たに加え、登録受付を本日から開始しましたのでお知らせします。 

なお、令和２年度当初予算案で計上している「太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助」の活用
を希望する事業者は、「０円ソーラー」の設置プラン登録が必要になります。ただし、この補助
の活用については、神奈川県議会における令和２年度当初予算案の議決が条件になります。 

 

※「０円ソーラー」とは 

事業者が設置費用を負担して、住宅等に太陽光発電設備を設置し、一定期間終了後は、住宅所有者
に太陽光発電設備を無償譲渡するサービス。 

 

１ 登録申請者の要件 
県内において太陽光発電設備を次のいずれかのプランで設置する事業者 
(1)基本プラン 
(2)０円ソーラープラン（新たに追加） 
(3)薄膜太陽光発電設置プラン 
(4)その他の特長のあるプラン 

２ 申請受付期間 
通年受付 
ただし、０円ソーラープランについては３月13日（金曜日）から４月３日（金曜日）まで※ 

※５月以降、通年受付となります。 

３ 申請方法 
実施要領を参照の上、下記申請先に持参又は郵送でご提出ください。 

ただし、０円ソーラープランについて、郵送の場合は４月３日消印有効とし、持参の場合は平日の8時

30分から17時15分まで受付可能です。 



 

 

 

＜申請先＞ 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県産業労働局産業部エネルギー課太陽光発電グループ 

申請書等は、次のホームページから入手できます。 

URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/cnt/f360844/index.html 

 

 

《SDGsの推進について》  

県では、SDGsの達成にもつながる取組として、太陽光発電などの分散型電源の導入加速化やエネル

ギーの地産地消に取り組んでいます。 

 

 

 

 

問合せ先  

神奈川県産業労働局産業部エネルギー課 

課長         武川  電話045-210-4101 

太陽光発電グループ  上平  電話045-210-4090 

【かながわソーラーバンクシステム 概略図】 
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